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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

２ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 （千円） 1,326,545 1,033,689 1,541,442 2,705,115 2,510,357 

経常利益 （千円） 441,584 113,260 696,800 863,305 758,492 

中間（当期）純利益 （千円） 243,786 78,446 399,881 493,475 514,507 

持分法を適用した場合の

投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 398,000 421,625 428,850 419,000 422,325 

発行済株式総数 （株） 3,600,000 3,735,000 3,744,000 3,720,000 3,739,000 

純資産額 （千円） 2,346,913 2,575,173 3,285,206 2,641,082 3,014,135 

総資産額 （千円） 3,193,161 3,260,774 4,386,499 3,502,629 3,796,332 

１株当たり純資産額 （円） 651.92 689.47 874.85 709.97 806.14 

１株当たり中間（当期）

純利益金額 
（円） 67.72 21.04 106.88 136.85 137.83 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額 

（円） 65.18 20.92 106.59 131.78 137.23 

１株当たり配当額 （円） － － － 40.00 40.0 

自己資本比率 （％） 73.5 79.0 74.7 75.4 79.4 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） 343,966 1,859 665,577 720,887 131,329 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △36,744 △462,769 △572,938 △169,302 △985,398 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） △106,256 △142,746 △135,126 △64,713 △141,602 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
（千円） 1,852,335 1,534,585 1,100,083 2,138,242 1,142,570 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数） 

（人） 
125 

(17) 

131 

(18) 

146 

(18) 

127 

(18) 

130 

(19) 



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において当社グループ（当社及び当社の関係会社）の営んでいる事業の内容に重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） １．従業員は就業人数であり、臨時雇用者数（パートタイマー、期間契約社員を含みます。）は、当中間会計

  期間の平均人数を（ ）外数で記載しております。 

２．従業員数が、当中間会計期間において16名増加しておりますが、これは業容の拡大による営業力及び開発

  力の強化のため、採用を強化したことによるものであります。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 146（18） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

   当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益が引き続き好調に推移し、雇用情勢の改善や個人消費において

 も持ち直しの動きが見られるなど、全体として緩やかな回復基調にありました。 

  情報サービス産業におきましても、企業競争力強化に向けて戦略的なシステム導入・活用が必須となっており、

 高機能・高品質・適正価格なパッケージシステムを導入する動きが広がっております。  

  このような状況の下で当社は、当中間会計期間は平成19年度税制改正（減価償却制度の見直し）に対し、いち早

 く対応したこと等により、既存顧客のバージョンアップ、新規ユーザーからの受注が増加いたしました。これによ

 り、パッケージライセンス収入が増加した上、同内容の開発案件を集中的に開発することによる開発工程の効率化

 が図られました。 

  この結果、売上高は1,541百万円（前年同期比49.1％増）、営業利益685百万円（同543.2％増）、経常利益696百

 万円（同515.2％増）、中間純利益399百万円（同409.8％増）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

   当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ42百万円減少

  し、1,100百万円（前事業年度末比3.7％減）となりました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果得られた資金は665百万円（前年同期比35,687.0％増）となりました。これは、主に前年同期と 

  比べ、税引前当期純利益が増加したことによるものであります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果使用した資金は572百万円（同23.8％増）となりました。これは主に、前年同期と比べ、定期預 

  金の預入による支出の増加、フロア増床や開発用サーバ購入に伴う有形固定資産の取得及び販売用ソフトウェアの

  バージョンアップに関する無形固定資産の取得による支出の増加等によるものであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果使用した資金は135百万円（同5.3％減）となりました。これは主に、配当金の支払によるもので

  あります。 

  



２【受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 該当事項はありません。 

(2）受注状況 

 当中間会計期間の受注状況を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注）１ 金額は販売価額によっております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ パッケージにはユーザー固有のカスタマイズを伴わないパッケージライセンスに係る受注も含んでおりま

す。 

４ 運用管理等には商品受注を含んでおります。 

(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 運用管理等には商品売上を含んでおります。 

  

品目別 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

パッケージ 1,584,446 196.9 1,663,728 240.9 

保守 223,016 136.8 186,649 126.9 

受託開発 139,055 130.7 6,892 150.2 

運用管理等 93,291 78.0 2,516 181.4 

合計 2,039,811 170.9 1,859,785 220.4 

品目別 
当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

パッケージ      （千円） 1,127,513 170.4 

保守         （千円） 190,966 126.2 

受託開発       （千円） 132,163 129.3 

運用管理等      （千円） 90,798 76.7 

合計（千円） 1,541,442 149.1 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当社は、主に上場企業・中堅成長企業に対し、一段と高度化・複雑化・広域化する情報システムニーズに的確に応

えられる「ProPlus」シリーズを基軸とした、更なるSpecialityの高いパッケージソリューションを実現することを

目的に、研究開発に取り組んでおります。 

 当中間会計期間においては、主に主力製品の「ProPlus固定資産システム」の新環境における技術等の調査を行

い、この結果、研究開発費の総額は27,844千円となっております。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 (1) 当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありま

   せん。 

      (2) 当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の拡充について完了したものは、次のと

         おりであります。 

          本社の販売及び開発設備の増強を図る目的から、フロアの増床とレイアウトの変更に伴う什器等の購入を行 

     い、平成19年６月に完了いたしました。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行されたものは含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 14,880,000 

計 14,880,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月21日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 3,744,000 3,745,000 
株式会社ジャスダック証

券取引所 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式 

計 3,744,000 3,745,000 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

イ 平成15年６月24日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権 

 （注）１ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退

職等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整され

ます。 

（１株未満の株式は切り捨てる） 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、払込金額は次の算式により調整されます。 

４ 平成16年８月２日開催の取締役会決議により、平成16年８月20日をもって１株を10株に分割しております。

５ 権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 13 12 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 13,000 12,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 350 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年10月１日から 

平成21年９月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      350 

資本組入額     175 
同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、権利

行使時において当社又

は当社子会社、関連会

社の取締役、監査役、

従業員（顧問を含む）

の地位を保有している

ことを要する。但し、

定年退職等一定の事由

に該当する場合には、

この限りでない。 

② 新株予約権の行使に関

するその他の条件につ

いては、株主総会及び

取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権

者との間で締結する新

株予約権割当契約に定

めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡、質入、

その他一切の処分は認めな

い。新株予約権者が権利行

使可能日以後に死亡した場

合、一定の要件の範囲内で

相続人は権利行使できる。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －  － 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率



ロ 平成17年６月24日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権 

 （注）１ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退

職等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整され

ます。 

（１株未満の株式は切り捨てる） 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、払込金額は次の算式により調整されます。 

４ 権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,317 1,302 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 131,700 130,200 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,610 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日から 

平成22年６月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     2,610 

資本組入額    1,305 
同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、権利

行使時において当社又

は当社子会社、関連会

社の取締役、監査役、

従業員（顧問を含む）

の地位を保有している

ことを要する。但し、

定年退職等一定の事由

に該当する場合には、

この限りでない。 

② 新株予約権の行使に関

するその他の条件につ

いては、株主総会及び

取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権

者との間で締結する新

株予約権割当契約に定

めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡、質入、

その他一切の処分は認めな

い。新株予約権者が権利行

使可能日以後に死亡した場

合、一定の要件の範囲内で

相続人は権利行使できる。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －  － 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率



ハ 平成17年６月24日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権 

 （注）１ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退

職等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整され

ます。 

（１株未満の株式は切り捨てる） 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、払込金額は次の算式により調整されます。 

４ 権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 30 30 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,000 3,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,615 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日から 

平成22年６月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     2,615 

資本組入額    1,308 
同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、権利

行使時において当社又

は当社子会社、関連会

社の取締役、監査役、

従業員（顧問を含む）

の地位を保有している

ことを要する。但し、

定年退職等一定の事由

に該当する場合には、

この限りでない。 

② 新株予約権の行使に関

するその他の条件につ

いては、株主総会及び

取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権

者との間で締結する新

株予約権割当契約に定

めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡、質入、

その他一切の処分は認めな

い。新株予約権者が権利行

使可能日以後に死亡した場

合、一定の要件の範囲内で

相続人は権利行使できる。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率



  会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

   平成19年６月22日定時株主総会決議に基づく新株予約権 

 （注）１ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から従業員の退 

           職等により消滅した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数のことであります。 

       ２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権の目的となる株式の数は次の算式により調整され 

           ます。 

           （１株未満の株式は切り捨てる） 

       ３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額は次の算式により調整されます。 

    ４ 権利行使期間には、一定の停止条件による新株予約権の権利行使の禁止期間が定められております。 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,666 1,618 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 166,600 161,800 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,001 同左 

新株予約権の行使期間 
平成21年７月１日から 

平成24年６月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     2,001 

資本組入額    1,001 
同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、権利

行使時において当社又

は当社子会社、関連会

社の取締役、監査役、

従業員（顧問、相談役

を含む）の地位を保有

していることを要す

る。但し、定年退職等

一定の事由に該当する

場合には、この限りで

ない。 

② 新株予約権の行使に関

するその他の条件につ

いては、株主総会及び

取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権

者との間で締結する新

株予約権割当契約に定

めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡、質入、

その他一切の処分は認めな

い。新株予約権者が権利行

使可能日以後に死亡した場

合、一定の要件の範囲内で

相続人は権利行使できる。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率



(3）【ライツプランの内容】 

      該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  (注) １．新株予約権の行使による増加であります。 

    ２．平成19年10月１日から平成19年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が1,000株、 

      資本金及び資本準備金がそれぞれ175千円増加しております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成19年４月１日～  

平成19年９月30日 

（注）１ 

5,000 3,744,000 6,525 428,850 6,525 394,450 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社のうち、信託業務に係る株式数は、383,500株でありま 

      す。 

    ２．上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社のうち、信託業務に係る株式数は、184,400株であります。 

    ３．スパークス・アセット・マネジメント株式会社から、平成19年９月21日付の変更報告書により251,400株を 

      保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確

      認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

      なお、スパークス・アセット・マネジメント株式会社の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

       大量保有者    スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

       住所       東京都品川区大崎一丁目11番２号ゲートシティ大崎 

       保有株券等の数  251,400株 

       株券等保有割合  6.71％ 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

鈴木 勝喜 東京都立川市 1,760 47.03 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－11 383 10.24 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目１１－３ 184 4.93 

長谷部 政利 東京都練馬区 173 4.63 

バンクオブニューヨークジー

シーエムクライアントアカウ

ンツイーアイエスジー 

（常任代理人 株式会社三菱

東京ＵＦＪ銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET  

LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１決済

事業部） 

159 4.26 

中野 正義 東京都三鷹市 155 4.14 

川久保 真由美 東京都世田谷区 45  1.21 

今泉 智 東京都杉並区 45  1.20 

加藤 直紀 埼玉県さいたま市中央区 28 0.76 

橋本 君江 東京都西東京市  28 0.75 

計 － 2,963 79.15 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  （注） 単元未満株式の欄には、自己株式10株が含まれております。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,743,700 37,437 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

単元未満株式 普通株式    300 － 同上 

発行済株式総数 3,744,000 － － 

総株主の議決権 － 37,437 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社プロシップ 
東京都千代田区神田

司町二丁目８番地 
－ － －  － 

計 － － － － － 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,360 1,605 2,050 2,235 2,230 2,050 

最低（円） 1,125 1,291 1,610 1,980 1,920 1,780 



第５【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）の中間財務諸表についてはみすず監査法人により中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の

規定に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表については新日本監

査法人による中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

  前中間会計期間  みすず監査法人 

  当中間会計期間  新日本監査法人 

３ 中間連結財務諸表について 

 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成11年大蔵省令第24号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準      3.3％ 

売上高基準      3.6％ 

利益基準     △0.2％ 

利益剰余金基準   1.0％ 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   2,224,640   2,811,526 2,424,378   

２ 売掛金   399,672   556,561 764,082   

３ たな卸資産   77,110   327,783 40,371   

４ その他 ※１ 115,775   121,509 64,652   

流動資産合計     2,817,198 86.4 3,817,381 87.0   3,293,485 86.8

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※２         

(1) 建物附属設備   582   5,923 471   

(2) 工具器具備品   12,153   25,449 12,142   

有形固定資産合計   12,735   31,373 12,614   

２ 無形固定資産           

  (1) ソフトウェア   －   283,235 247,330   

  (2)  その他   －   1,547 1,547   

   無形固定資産合計   132,998   284,782 248,877   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   21,450   20,460 23,980   

(2) 関係会社株式   60,000   60,000 60,000   

(3) 関係会社出資金   34,845   34,845 34,845   

(4) 保証金   42,022   56,419 42,022   

(5) 保険積立金   65,736   11,525 10,802   

(6) 繰延税金資産   70,055   68,992 68,045   

(7) その他   3,732   718 1,659   

投資その他の資産
合計 

  297,842   252,962 241,355   

固定資産合計     443,576 13.6 569,118 13.0   502,846 13.2

資産合計     3,260,774 100.0 4,386,499 100.0   3,796,332 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   168,405   165,711 121,509   

２ 未払法人税等   47,338   350,550 189,407   

３ 賞与引当金   95,931   127,333 46,667   

４ 役員賞与引当金   17,502   27,000 23,250   

５ その他 ※１ 173,988   256,447 222,258   

流動負債合計     503,166 15.4 927,042 21.1   603,091 15.9

Ⅱ 固定負債           

１ 長期未払金   17,779   7,909 13,098   

２ 退職給付引当金   52,735   54,419 54,085   

３ 役員退職慰労引当
金 

  111,921   111,921 111,921   

固定負債合計     182,435 5.6 174,250 4.0   179,105 4.7

負債合計     685,601 21.0 1,101,293 25.1   782,197 20.6

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     421,625 12.9 428,850 9.8   422,325 11.1

２ 資本剰余金           

(1）資本準備金   387,225   394,450 387,925   

資本剰余金合計     387,225 11.9 394,450 9.0   387,925 10.2

３ 利益剰余金           

(1）利益準備金   34,050   34,050 34,050   

(2）その他利益剰余
金 

          

プログラム等準
備金 

  7,371   5,528 5,528   

別途積立金   5,000   5,000 5,000   

繰越利益剰余金   1,716,850   2,405,076 2,154,754   

利益剰余金合計     1,763,272 54.1 2,449,655 55.8   2,199,333 58.0

４ 自己株式     △22 △0.0 △22 △0.0   △22 △0.0

株主資本合計     2,572,099 78.9 3,272,932 74.6   3,009,561 79.3

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評
価差額金 

    3,073 2,486   4,573 

評価・換算差額等合
計 

    3,073 0.1 2,486 0.1   4,573 0.1

Ⅲ 新株予約権     － － 9,787 0.2   － －

純資産合計     2,575,173 79.0 3,285,206 74.9   3,014,135 79.4

負債純資産合計     3,260,774 100.0 4,386,499 100.0   3,796,332 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     1,033,689 100.0 1,541,442 100.0   2,510,357 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１   502,256 48.6 541,386 35.1   1,020,024 40.6

売上総利益     531,433 51.4 1,000,055 64.9   1,490,333 59.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   424,809 41.1 314,232 20.4   746,865 29.8

営業利益     106,623 10.3 685,823 44.5   743,468 29.6

Ⅳ 営業外収益     6,728 0.7 11,031 0.7   15,231 0.6

Ⅴ 営業外費用     92 0.0 54 0.0   207 0.0

経常利益     113,260 11.0 696,800 45.2   758,492 30.2

Ⅵ 特別利益     1,774 0.1 － －   141,792 5.7

税引前中間（当
期）純利益 

    115,034 11.1 696,800 45.2   900,284 35.9

法人税、住民税及
び事業税 

※２ 41,223   344,231 378,713   

法人税等調整額 ※２ △4,635 36,588 3.5 △47,312 296,919 19.3 7,063 385,776 15.4

中間（当期）純利
益 

    78,446 7.6 399,881 25.9   514,507 20.5

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

  

資本準備
金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 

利益剰余
金合計 

  
プログラ
ム等準備
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高
（千円） 

419,000 384,600 384,600 34,050 7,371 5,000 1,787,203 1,833,625 － 2,637,225 

中間会計期間中の変動
額 

          

新株の発行 2,625 2,625 2,625     5,250 

剰余金の配当（注）       △148,800 △148,800   △148,800 

中間純利益       78,446 78,446   78,446 

自己株式の取得         △22 △22 

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

          

中間会計期間中の変動
額合計（千円） 

2,625 2,625 2,625 － － － △70,353 △70,353 △22 △65,125 

平成18年９月30日残高
（千円） 

421,625 387,225 387,225 34,050 7,371 5,000 1,716,850 1,763,272 △22 2,572,099 

  評価・換算差額等 

純資産合計 
  

その他有価証券評価
差額金 

評価・換算差額等合
計 

平成18年３月31日残高
（千円） 

3,856 3,856 2,641,082 

中間会計期間中の変動
額 

  

新株の発行   5,250 

剰余金の配当（注）   △148,800 

中間純利益   78,446 

自己株式の取得   △22 

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

△782 △782 △782 

中間会計期間中の変動
額合計（千円） 

△782 △782 △65,908 

平成18年９月30日残高
（千円） 

3,073 3,073 2,575,173 



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

  

資本準備
金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 

利益剰余
金合計 

  
プログラ
ム等準備
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日残高
（千円） 

422,325 387,925 387,925 34,050 5,528 5,000 2,154,754 2,199,333 △22 3,009,561 

中間会計期間中の変動
額 

          

新株の発行 6,525 6,525 6,525     13,050 

剰余金の配当       △149,559 △149,559   △149,559 

中間純利益       399,881 399,881   399,881 

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

          

中間会計期間中の変動
額合計（千円） 

6,525 6,525 6,525 － － － 250,321 250,321 － 263,371 

平成19年９月30日残高
（千円） 

428,850 394,450 394,450 34,050 5,528 5,000 2,405,076 2,449,655 △22 3,272,932 

  評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
  

その他有価証券評価
差額金 

評価・換算差額等合
計 

平成19年３月31日残高
（千円） 

4,573 4,573 － 3,014,135 

中間会計期間中の変動
額 

    

新株の発行   13,050 

剰余金の配当   △149,559 

中間純利益   399,881 

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

△2,087 △2,087 9,787 7,700 

中間会計期間中の変動
額合計（千円） 

△2,087 △2,087 9,787 271,071 

平成19年９月30日残高
（千円） 

2,486 2,486 9,787 3,285,206 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

  

資本準備
金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 

利益剰余
金合計 

  
プログラ
ム等準備
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高
（千円） 

419,000 384,600 384,600 34,050 7,371 5,000 1,787,203 1,833,625 － 2,637,225

事業年度中の変動額           

新株の発行 3,325 3,325 3,325     6,650

プログラム等準備金
の取崩し 

      △1,843 1,843 －   －

剰余金の配当（注）       △148,800 △148,800   △148,800

当期純利益       514,507 514,507   514,507

自己株式の取得         △22 △22

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額） 

          

事業年度中の変動額合
計（千円） 

3,325 3,325 3,325 － △1,843 － 367,550 365,707 △22 372,335

平成19年３月31日残高
（千円） 

422,325 387,925 387,925 34,050 5,528 5,000 2,154,754 2,199,333 △22 3,009,561

  評価・換算差額等 

純資産合計 
  

その他有価証券評価
差額金 

評価・換算差額等合
計 

平成18年３月31日残高
（千円） 

3,856 3,856 2,641,082

事業年度中の変動額   

新株の発行   6,650

プログラム等準備金
の取崩し 

  －

剰余金の配当（注）   △148,800

当期純利益   514,507

自己株式の取得   △22

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額） 

717 717 717

事業年度中の変動額合
計（千円） 

717 717 373,053

平成19年３月31日残高
（千円） 

4,573 4,573 3,014,135



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

税引前中間（当期）純利益   115,034 696,800 900,284 

減価償却費   24,862 47,740 65,177 

賞与引当金の増加額   52,597 80,666 3,333 

役員賞与引当金の増減額   △18,398 3,750 △12,650 

退職給付引当金の増加額   1,039 334 2,390 

株式報酬費用   － 9,787 － 

受取利息及び受取配当金   △1,231 △3,815 △3,974 

匿名組合投資収益   △4,155 △5,188 △8,835 

売上債権の増減額   147,630 207,521 △216,780 

たな卸資産の増加額   △41,486 △287,412 △4,748 

仕入債務の増減額   37,754 72,719 △9,142 

長期前払費用の増減額   △2,959 986 △986 

その他   △81,308 25,143 △160,296 

小計   229,378 849,032 553,771 

利息及び配当金の受取額   245 1,570 2,734 

利息の支払額   △92 △54 △207 

法人税等の支払額   △227,671 △184,971 △424,968 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  1,859 665,577 131,329 

   

 



    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

定期預金の預入による支出   △349,907 △429,635 △941,660 

関係会社への出資による支出   △30,000 － △30,000 

関係会社短期貸付金の貸付に
よる支出 

  △30,000 － △30,000 

関係会社短期貸付金の回収に
よる収入 

  － － 30,000 

有形固定資産の取得による支
出 

  △3,485 △22,408 △6,754 

無形固定資産の取得による支
出 

  △47,155 △105,678 △199,959 

敷金保証金の取得による支出   － △14,396 － 

保険積立金の積立による支出   △4,653 △723 △4,744 

その他   2,432 △96 197,720 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △462,769 △572,938 △985,398 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

配当金の支払額   △147,974 △148,176 △148,230 

株式の発行による収入   5,250 13,050 6,650 

自己株式の取得による支出   △22 － △22 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △142,746 △135,126 △141,602 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   △603,656 △42,487 △995,671 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   2,138,242 1,142,570 2,138,242 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

※ 1,534,585 1,100,083 1,142,570 

   



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用し

ております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用してお

ります。 

  (2）たな卸資産 

商品 

 個別法による原価法を採用

しております。 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

(2）たな卸資産 

商品 

───── 

  仕掛品 

 個別法による原価法を採用

しております。 

仕掛品 

同左 

仕掛品 

同左 

  貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価

法を採用しております。 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

    

───── 

  

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

 この変更による損益に与える

影響は軽微であります。 

  

 （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５%に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５%相

当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しておりま

す。 

 この変更による損益に与える

影響は軽微であります。 

  

─────  

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   (2）無形固定資産 

  定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

定額法、市場販売目的のソフト

ウェアについては見込販売期間

（３年以内）における見込販売

数量に基づく償却額と販売可能

な残存販売期間に基づく均等配

分額を比較し、いずれか大きい

額を計上する方法を採用してお

ります。 

  (2）無形固定資産 

同左 

  

 (2）無形固定資産 

同左  

３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てる

ため、当中間会計期間に負担す

べき支給見込額を計上しており

ます。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てる

ため、当事業年度に負担すべき

支給見込額を計上しておりま

す。 

  (3）役員賞与引当金 

 役員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額を計上しており

ます。 

(3）役員賞与引当金 

同左 

(3）役員賞与引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務（期末自己都合要

支給額の100％相当額）を計上

しております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務（期末自己都合要支給

額の100％相当額）を計上してお

ります。 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、役員退職慰労金規程

による中間期末要支給額を計上

しております。 

 なお、当社は平成15年４月よ

り役員退職慰労金の内規を廃止

したため、新たな役員退職慰労

引当金の繰入はおこなっており

ません。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

(5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、役員退職慰労金規程

による期末要支給額を計上して

おります。 

 なお、当社は平成15年４月よ

り役員退職慰労金の内規を廃止

したため、新たな役員退職慰労

引当金の繰入はおこなっており

ません。 

４ 中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 

５ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

2,575,173千円であります。なお、当中間会

計期間における中間貸借対照表の純資産の部

については、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

────── 

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,014,135千円であります。また、当事業年

度における貸借対照表の純資産の部について

は、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

  ────── 

  

 （中間貸借対照表） 

  「ソフトウェア」は、前中間会計期間まで、一括して無形固定資

産に表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総額の

100分の５を超えたため区分表記しました。 

  なお、前中間会計期間末の「ソフトウェア」の金額は、131,450千

円であります。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示し

ております。 

※１ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示し

ております。 

※１     ───── 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

27,751千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

37,626千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

31,141千円 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,059千円

無形固定資産 21,803 

有形固定資産 6,484千円

無形固定資産 41,256 

有形固定資産 6,449千円

無形固定資産 58,728 

※２ 中間会計期間に係る納付税額及び法人

税等調整額は、当事業年度におけるプ

ログラム等準備金取崩しを前提とし

て、当中間会計期間に係る金額を計算

しております。 

※２       同左 ※２     ───── 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 １ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加15,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものでありま 

     す。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の増加10株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

  

２  新株予約権及び自己株式予約権に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの 

該当事項はありません。 

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 （注）１ 3,720,000 15,000 － 3,735,000 

合計 3,720,000 15,000 － 3,735,000 

自己株式  （注）２         

普通株式 － 10 － 10 

合計 － 10 － 10 

 （決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり
配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 148,800  利益剰余金 40 平成18年３月31日 平成18年６月23日



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加5,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

  

 ２  新株予約権及び自己株式予約権に関する事項 

  

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 （注） 3,739,000 5,000 － 3,744,000 

合計 3,739,000 5,000 － 3,744,000 

自己株式           

普通株式 10 － － 10 

合計 10 － － 10 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間会計
期間末残高
（千円） 前事業年度

末 
当中間会計
期間増加 

当中間会計
期間減少 

当中間会計
期間末 

提出会社 ストック・オプションとして

の新株予約権 
－ － － － － 9,787 

合計 － － － － － 9,787 

 （決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月22日 

定時株主総会 
普通株式 149,559 40 平成19年３月31日 平成19年６月25日



前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加19,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものでありま 

     す。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の増加10株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

  

２  新株予約権及び自己株式予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式 （注）１ 3,720,000 19,000 － 3,739,000 

合計 3,720,000 19,000 － 3,739,000 

自己株式  （注）２         

普通株式 － 10 － 10 

合計 － 10 － 10 

 （決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 148,800 40 平成18年３月31日 平成18年６月23日

 （決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資  
１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月22日 

定時株主総会 
普通株式 149,559 利益剰余金 40 平成19年３月31日 平成19年６月25日



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 

  （千円）

現金及び預金勘定 2,224,640

預入期間が３か月を

超える定期預金 
△690,054

現金及び現金同等物 1,534,585

  （千円）

現金及び預金勘定 2,811,526

預入期間が３か月を

超える定期預金 
△1,711,443

現金及び現金同等物 1,100,083

  （千円）

現金及び預金勘定 2,424,378

預入期間が３か月を

超える定期預金 
△1,281,807

現金及び現金同等物 1,142,570



（リース取引関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社はリース取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 当社はリース取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 当社はリース取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成19年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度末（平成19年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 16,268 21,450 5,181 

合計 16,268 21,450 5,181 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式   

非上場株式 60,000 

  取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 16,268 20,460 4,191 

合計 16,268 20,460 4,191 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式   

非上場株式 60,000 

  取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 16,268 23,980 7,711 

合計 16,268 23,980 7,711 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

子会社株式   

非上場株式 60,000 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 



（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名 

  売上原価             6,538千円 

  販売費及び一般管理費      3,248千円 

  

２．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  平成19年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 

当社取締役         ７名 

当社従業員        152名 

当社子会社従業員等 10名 

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 174,100株 

 付与日 平成19年７月27日 

 権利確定条件 

 権利行使時において当社又は当社子会社、関連会社の取締

役、監査役、従業員（顧問、相談役を含む）の地位を保有

していること。 

 対象勤務期間  ２年間（自平成19年７月27日至平成21年６月30日） 

 権利行使期間  自平成21年７月１日 至平成24年６月30日 

 権利行使価格（円） 2,001 

 付与日における公正な評価単価（円） 470 



前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

     １．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

            該当事項はありません。 

  

     ２．当事業年度において存在したストック・オプションの内容 

  

  
第１回 

新株予約権 
第２回 

新株予約権 
第２回の２ 
新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 

当社の取締役  ５名 

当社の監査役  ２名 

当社の従業員 108名 

当社の取締役  ６名 

当社顧問    ４名 

当社の従業員 134名 

子会社従業員  ２名 

当社の従業員 １名 

株式の種類別のストック・

オプション数 
普通株式 200,000株 普通株式 182,700株 普通株式  3,000株 

付与日 平成15年６月30日 平成17年10月11日 平成17年11月９日 

権利確定条件 

権利行使時において当社又

は当社子会社、関連会社の

取締役、監査役、従業員

（顧問を含む）の地位を保

有していることを要する。 

権利行使時において当社又

は当社子会社、関連会社の

取締役、監査役、従業員

（顧問を含む）の地位を保

有していることを要する。 

権利行使時において当社又

は当社子会社、関連会社の

取締役、監査役、従業員

（顧問を含む）の地位を保

有していることを要す

る。  

対象勤務期間 
自 平成15年６月30日 

至 平成17年２月28日 

自 平成17年10月11日 

至 平成19年６月30日 

自 平成17年11月９日 

至 平成19年６月30日  

権利行使期間 
自 平成18年３月１日 

至 平成21年９月30日 

自 平成19年７月１日 

至 平成22年６月30日  

自 平成19年７月１日 

至 平成22年６月30日   

権利行使価格（円）  350  2,610  2,615 

付与日における公正な評価

単価（円） 
 －   －  － 



（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

２ １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 689.47円

１株当たり中間純利益

金額 
21.04円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
20.92円

１株当たり純資産額 874.85円

１株当たり中間純利益

金額 
106.88円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 
106.59円

１株当たり純資産額 806.14円

１株当たり当期純利益

金額 
137.83円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
137.23円

  
前中間会計期間 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 2,575,173 3,285,206 3,014,135 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
－ (9,787) － 

 （うち新株予約権） －    (9,787)   －   

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（千円） 
2,575,173 3,275,418 3,014,135 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数 

（千株） 

3,734 3,743 3,738 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 78,446 399,881 514,507 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
78,446 399,881 514,507 

期中平均株式数（千株） 3,729 3,741 3,732 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（千株） 20 10 16 

（うち新株予約権（千株）） (20) （10） （16） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

平成17年６月24日定時

株主総会による新株予

約権（新株予約権の数

1,687個） 

平成17年６月24日定時

株主総会による新株予

約権（新株予約権の数

1,347個） 

平成19年６月22日定時

株主総会による新株予

約権（新株予約権の数

1,666個） 

平成17年６月24日定時

株主総会による新株予

約権（新株予約権の数

1,502個） 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── ────── 新株予約権（ストックオプション）

の付与 

  平成19年６月22日開催の定時株主

総会において、当社取締役、従業員

および当社子会社取締役等に対し

て、会社法第236条、第238条及び第

239条の規定に基づく新株予約権（ス

トックオプション）を発行すること

を決議いたしました。  



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第38期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月25日関東財務局長に提出 

(2) 臨時報告書 

     平成19年７月30日関東財務局長に提出 

    企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（ストックオプションとしての新株予約権発行）の規

  定に基づく臨時報告書であります。 

(3) 有価証券報告書の訂正報告書 

    平成19年10月10日関東財務局長に提出 

    事業年度（第38期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ 

   ります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２２日

株 式 会 社 プ ロ シ ッ プ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社プロシップ

の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第３８期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・

フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社プロシップの平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８

年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 高 橋 廣 司 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 海 野 隆 善 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 栗 原   学 

      



独立監査人の中間監査報告書 

  平成１９年１２月２１日 

株式会社プロシップ  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 高 橋 廣 司 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 海 野 隆 善 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 栗 原   学 

  

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社プロシップの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第３９期事業年度の中間会計期間（平成

１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中

間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社プロシップの平成１９年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１９年

４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している

ものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

 以  上

  

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)

が別途保管しております。 
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